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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第81期

第３四半期連結
累計期間

第82期
第３四半期連結

累計期間
第81期

会計期間
自平成24年３月１日
至平成24年11月30日

自平成25年３月１日
至平成25年11月30日

自平成24年３月１日
至平成25年２月28日

売上高 （千円） 29,090,709 27,743,213 39,512,046

経常利益 （千円） 477,633 232,287 546,199

四半期（当期）純利益 （千円） 503,602 185,163 560,786

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 513,923 194,294 585,052

純資産額 （千円） 3,147,931 3,413,281 3,219,057

総資産額 （千円） 24,032,491 24,071,617 23,551,805

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 16.13 5.93 17.96

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） 11.07 4.36 13.63

自己資本比率 （％） 13.10 14.18 13.67

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） 1,214,175 1,486,129 1,472,641

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） 116,678 △412,596 △54,596

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） △2,033,463 △729,131 △2,050,952

現金及び現金同等物の四半期末
(期末)残高

（千円） 1,672,285 2,086,388 1,741,987
 

　

回次
第81期

第３四半期連結
会計期間

第82期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年９月１日
至平成24年11月30日

自平成25年９月１日
至平成25年11月30日

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額
(△）

（円） 2.88 △0.54

 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成25年３月１日～11月30日）におけるわが国経済は、政府の積極的な

経済政策や日銀の金融緩和の効果により円安・株高が進み、大企業を中心に企業収益の改善が図られ、

設備投資も持ち直しの動きが見られるなど、企業業績は改善しています。また、雇用情勢も改善し、個

人消費についても持ち直し傾向にあり、景気は緩やかに回復しつつあります。しかしながら、海外景気

の下振れや、円安による輸入物価の上昇、さらには消費税率引き上げなど景気を下押しするリスクもあ

り、依然として予断を許さない状況です。

　百貨店業界におきましては、9月・10月に大型の台風の接近・上陸があり、気温も大きく変化するな

ど例年になく不順な天候となったことから入店客数に影響を受けましたが、美術・宝飾・貴金属やラグ

ジュアリーブランドなどの高額品が依然として好調であり、大都市の百貨店は引き続き増収基調を維持

しています。他方、地方・郊外店舗においては一進一退の状況で推移しており、企業業績に地域差が生

じています。

　このような状況の下、当社では新たな中期経営計画の達成に向けて、「経営資源の価値向上」、「独

自性を持った商品・サービスの提供」、「経費削減等による高い経営効率の実現」の３つの基本戦略に

基づいた諸施策の実行に全社を挙げて取り組んでまいりました。

　当第３四半期連結累計期間におきましては、上記基本戦略にもとづく重点施策として、旗艦店である

藤沢店の営業力強化のため全館で改装投資を実施しており、最終段階である地下１階食品フロア「フー

ドダイニング」が11月20日にグランドオープンいたしました。グランドオープンに伴う新規テナントと

して、「心と体にやさしい美味しさ、楽しさとスタイリッシュ感を融合させた新しいスタイル」のデリ

ショップ「ニューヨークデリ」や地元藤沢発の総菜専門店「タカギデリ」、百貨店初出店となる新大久

保で有名な「Yun`－Deli:Ondoru　韓国家庭料理　おんどる」がニューオープンし、地域のお客様から

高い評価をいただきました。町田ジョルナ店におきましても、専門性の高いホビー商品やアニメ関連書

籍・アニメキャラクターグッズなどを豊富に取り揃えた「文教堂ホビー・アニメガ」が９月26日に

ニューオープンし、新しいお客様の獲得に繋がりました。

　また、新たなお客様との接点拡大と新しいビジネスモデルへのチャレンジを目的として、11月13日か

ら12月17日の期間、昨年に続き、横浜市港北区の商業施設「トレッサ横浜」に期間限定出店いたしまし

た。今回の出店で４回目となりますが、年々、認知度が向上し、地域のお客様に定着しつつあり、新た

なビジネスチャンスの可能性が広がりました。
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一方、ローコストオペレーションを更に推進するため、店舗設備の維持管理費用の削減や店舗照明の

LED化推進による光熱費の削減など、物件費の削減を中心にコスト削減に取り組みました。

以上のような諸施策を積極的に展開したものの、当社の各店舗におきましては近隣商業施設や商圏間

での競争が激しさを増している状況であり、また今期は藤沢店の改装に伴う工事期間中の売上高減少お

よび修繕費等の経費負担増加、９月・10月の天候不順の影響による来店客数の減少などの要因により、

当第３四半期連結累計期間の連結業績は前年同期比減収減益となり、売上高は27,743百万円（前年同期

比95.4％）、営業利益は426百万円（前年同期比62.3％）、経常利益は232百万円（前年同期比

48.6％）、四半期純利益は185百万円（前年同期比36.8％）となりました。

　
セグメントの業績については、当社グループは百貨店業の単一セグメントのため、記載しておりませ

ん。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ344百万円増

加し2,086百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,486百万円の収入（前年同期比271百万円の収入の増加）と

なりました。主な増加項目は、減価償却費762百万円および仕入債務の増加額648百万円等であり、主な

減少項目は、売上債権の増加額284百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、412百万円の支出（前年同期比529百万円の支出の増加）とな

りました。主な増加項目は、差入保証金の回収による収入208百万円等であり、主な減少項目は有形固

定資産の取得による支出458百万円および長期前払費用の取得による支出233百万円等によるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、729百万円の支出（前年同期比1,304百万円の支出の減少）と

なりました。主な減少項目は、長期借入金の純減少額557百万円および社債の償還による支出140百万円

等によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

　
(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

A種優先株式 1,500,000

計 60,000,000
 

(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式60,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では

61,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、60,000,000株とする旨定款に規定しております。

　

② 【発行済株式】
　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年１月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 31,353,142 31,353,142
東京証券取引所
市場第二部

株主として権利内容に制限
のない標準となる株式であ
り、単元株式数は1,000株
であります。

A種優先株式
(当該優先株式は
行使価額修正条項
付新株予約権付社
債券等でありま
す。)

1,483,036 1,483,036 非上場
単元株式数は１株であり
ます。

計 32,836,178 32,836,178 ― ―
 

(注１) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付され

る普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当社

の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合がある。

(2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式に係

る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨て。)。

 また、基準額は、原則として、下記のとおり、平成27年３月１日以降、毎年１回の頻度で修正される。

 当初基準額は、原則として、平成26年３月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会

社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、当社が、平成26年

３月１日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた

日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続

する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額とする。

 平成27年３月１日から平成49年２月末日までの期間の毎年３月１日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる

連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場合には、基準

額は当該金額に修正される。

(3) 上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100％に相当する額を上限とし、当初基準額の70％に相当する額を下限

とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は９円を下回らない。
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(4) 当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項について

 A種株式には、当社が、平成26年３月１日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭(当該日に

おける分配可能額を限度とする。)を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されている。なお、

平成49年２月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45取引日目に始ま

る連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額で除して得られる数の普通株式の交付

と引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。

上記(1)ないし(4)の詳細は、下記(注３)A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。

　

(注２) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割当先と

の間の合意の有無

 該当事項なし

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無

 該当事項なし

(3) 金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限

 該当事項なし

　
(注３) A種優先株式の内容は次のとおりであります。

1. 優先配当金

(1) A種優先配当金

 当会社は、A種株式について、平成22年２月末日を含む事業年度から平成24年２月末日を含む事業年度に係る

剰余金の配当を行わない。

 当会社は、平成24年３月１日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主（以下

「A種株主」という。）又はA種株式の登録株式質権者（以下「A種登録株式質権者」という。）に対し、普通株

式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」と

いう。）に先立ち、A種株式１株当たりの払込金額（500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合

その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とす

る。）に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記（2）に定める年率（以下「A種優先配当年

率」という。）を乗じて算出した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）の剰

余金（以下「A種優先配当金」という。）の配当を行う。

(2) A種優先配当金の額

 A種優先配当年率は、平成25年３月１日以降、次回年率修正日（以下において定義する。）の前日までの各事

業年度について、下記算式により計算される年率とする。

     A種優先配当年率＝日本円TIBOR（12か月物）＋1.00％

 A種優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。「年率修正日」は、

平成25年３月１日以降の毎年３月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日

本円TIBOR（12か月物）」とは、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の午前11時における

日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円12か月物TIBOR）として全国銀行

協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR（12か月物）が公表されていなければ、同日（当

日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バン

ク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR12か月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表

される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（12か月物）に代えて用いるものとする。

(3) 非累積条項

 ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額

に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

 A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸

収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は

当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定さ

れる剰余金の配当についてはこの限りではない。
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2．残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

 当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質

権者に先立ち、A種株式１株につき500円（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理

的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）を支払う。

(2) 非参加条項

 A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

　
3．議決権

A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

　
4．種類株主総会における決議

当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除

き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

　
5．普通株式を対価とする取得請求権

(1) 取得請求権の内容

 A種株主は、平成26年３月１日から平成49年２月末日までの期間（以下「株式対価取得請求期間」という。）

中、下記（2）に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交

付することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」という。）。

(2) 株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

 株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式の

数は、当該A種株式に係る払込金額の総額（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理

的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。）を本

号に定める交付価額で除して算出される数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）とする。

なお、A種株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり１株未満の端数が生じたと

きは、会社法第167条第３項に従い金銭を交付する。

イ 当初交付価額

 当初交付価額は、平成26年３月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東

京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配

表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（但し、当該金額が9.0円（以下「最大下限

価額」という。）未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価額の調

整が行われた場合には、最大下限価額にも必要な調整が行われる。）とする。但し、当会社が、平成26年３月

１日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた

日（整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日）に先立つ45取引日目に始ま

る連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。）に相当する金額（但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価

額とする。）を当初交付価額とする。

ロ 交付価額の修正

 交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年３月１日（以下、それぞれ「修正基準日」という。）に、当該

日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普

通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（以下「修正後交付価額」という。）に修正され

る。但し、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の100％に相当する額（以下「上限交付価額」とい

う。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行われる。）を

上回る場合には、上限交付価額をもって修正後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後交付価額が当

初交付価額の70％に相当する額（但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価

額とする。）（以下「下限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、下

限交付価額にも必要な調整が行われる。）を下回る場合には、下限交付価額をもって修正後交付価額とする。

なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券取引所において上場していない場合

には、直前の修正基準日における修正後交付価額（但し、直前の修正基準日が存在しない場合には、当初交付

価額）をもって交付価額とする。
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ハ 交付価額の調整

(ａ) 当会社は、A種株式の発行後、下記（ｂ）に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合

又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「交付価額調整式」という。）をもって交付

価額（上限交付価額及び下限交付価額を含む。）を調整する。

　 　　 　 既発行普通
株式数

＋
交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額

調整後交付価額＝調整前交付価額×
１株当たり時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

交付価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

交付価額調整式で使用する「１株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に

始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値

のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。)とする。交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記（ｂ）（ⅰ）ないし

（ⅳ）の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、

調整後の交付価額を適用する日の１か月前の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当

会社の有する当会社の普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」

は、普通株式について株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数（基準日にお

ける当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）とし、普通株式について株式の併

合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数（効力発生日における当会社の有する普通株

式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で

使用する「１株当たりの払込金額」は、下記（ｂ）（ⅰ）の場合は当該払込金額（金銭以外の財産を出資の

目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円）、下記（ｂ）（ⅱ）及び（ⅳ）の場合は０円、

下記（ｂ）（ⅲ）の場合は下記（ｂ）（ⅴ）で定める対価の額とする。

(ｂ) 交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。

（ⅰ）上記（ａ）に定める１株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての

場合を含む。）（但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）の取得と引換えに交付す

る場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本

ハにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。）

調整後の交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通株式に募

集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日

以降これを適用する。

（ⅱ）普通株式について株式の分割をする場合 調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降

これを適用する。

（ⅲ）取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記

（ａ）に定める１株当たり時価を下回る対価（下記（ⅴ）において定義される。以下同じ。）をもって

普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は上記（ａ）に

定める１株当たり時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若し

くは権利を交付する場合（無償割当ての場合を含む。） 調整後の交付価額は、交付される取得請求権

付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利

（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株

式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割

当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社の普通株主に取得請求権付株式等の割当て

を受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用

する。

（ⅳ）普通株式について株式の併合をする場合 調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適

用する。

（ⅴ）上記（ⅲ）における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払

がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行

使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して

取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転

換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
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(ｃ) 上記（ｂ）に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要

な交付価額の調整を行う。

（ⅰ）当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とする

とき。

（ⅱ）交付価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（ⅲ）その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。

(ｄ) 交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が１円未満の場合は、

交付価額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要と

する事由が発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。

(ｅ) 交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質権

者に対して、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければ

ならない。

　
6．金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭を対価とする取得請求権の内容

 A種株主は、当会社に対し、平成47年３月１日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を

交付することを請求（以下「金銭対価取得請求」という。）することができる。当会社は、かかる金銭対価取得

請求がなされた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」という。）に

おける取得上限額（下記（2）において定義される。）を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日

に、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額

を超えて金銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得請求がなされた株

数に応じた比例按分の方法により決定する。

(2) 取得価額

 金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式１株当たりの取得価額は、500円（但し、A種株式につい

て、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会によ

り合理的に調整された額とする。）とする。

「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以下「分配可能額計算日」と

いう。）における分配可能額（会社法第461条第２項に定めるものをいう。以下同じ。）を基準とし、分配可能

額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない。）までの間において、（ⅰ）当会社株式に対し

てなされた剰余金の配当、並びに（ⅱ）本第６項又は第８項若しくは取得することを当会社取締役会において決

議されたA種株式の取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。

　
7．普通株式を対価とする取得条項

当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の

翌日（以下、本条において「一斉取得日」という。）をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、か

かるA種株式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東

京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。また、当該平均値が上限交

付価額を上回る場合には、上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。）で除し

て得られる数の普通株式をA種株主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式

の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

　
8．金銭を対価とする取得条項

(1) 金銭を対価とする取得条項の内容

 当会社は、平成26年３月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価強制取得日」

という。）の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得

日における分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる（以

下「金銭対価強制取得」という。）。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分その他

当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(2) 取得価額

 金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式１株当たりの取得価額は、500円（但し、A種株式につい

て、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会によ

り合理的に調整された額とする。）とする。
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9．取得請求受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社

　
10．詳細の決定

上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役

の指名する者に一任する。

　
11．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。

　
12．株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

当社の普通株式の単元株式数は1,000株であるのに対し、A種株式は下記13．のとおり当社株主総会における議

決権がないため、A種株式については単元株式数は１株とする。

　
13. 議決権の有無及びその理由

当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容

に制限のない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A

種株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の残高はありますが、行使されておりませんので該当事項

はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成25年９月１日～
平成25年11月30日

― 32,836,178 ― 1,945,290 ― 969,469
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年11月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
A種優先株式

1,483,036
―

「1株式等の状況」「(1)株式の総数
等」「②発行済株式」の「内容」欄
の記載参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　130,000

―
株主として権利内容に制限のない
標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 30,976,000 30,976 同上

単元未満株式 普通株式　　247,142 ―
同上

一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 32,836,178 ― ―

総株主の議決権 ― 30,976 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式571株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

(自己保有株式)
株式会社さいか屋

神奈川県川崎市川崎区
小川町１番地

130,000 ― 130,000 0.40

計 ― 130,000 ― 130,000 0.40
 

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社さいか屋(E03044)

四半期報告書

11/23



第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しております。

　
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年９月

１日から平成25年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年11月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,831,987 2,156,388

売掛金 706,918 991,850

商品 1,564,282 1,556,846

貯蔵品 53,062 53,273

その他 258,782 336,318

貸倒引当金 △140 －

流動資産合計 4,414,893 5,094,678

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,747,086 8,634,185

土地 7,363,709 7,363,709

リース資産（純額） 44,388 40,602

その他（純額） 39,284 30,563

有形固定資産合計 16,194,468 16,069,061

無形固定資産

その他 96,417 78,165

無形固定資産合計 96,417 78,165

投資その他の資産

投資有価証券 341,832 356,561

敷金及び保証金 2,251,975 2,043,639

破産更生債権等 25,552 23,326

その他 247,590 426,795

貸倒引当金 △21,940 △20,610

投資その他の資産合計 2,845,010 2,829,712

固定資産合計 19,135,896 18,976,939

繰延資産

社債発行費 1,016 －

繰延資産合計 1,016 －

資産合計 23,551,805 24,071,617
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 59,884 51,416

買掛金 2,675,090 3,331,720

短期借入金 72,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 981,806 742,680

1年内償還予定の社債 140,000 －

未払法人税等 19,722 16,577

商品券 1,294,057 1,290,061

賞与引当金 33,240 56,429

商品券回収損引当金 637,127 635,189

その他 830,151 1,180,649

流動負債合計 6,743,079 7,364,724

固定負債

長期借入金 12,248,837 11,930,847

繰延税金負債 222,525 218,291

退職給付引当金 368,878 396,042

資産除去債務 198,449 200,985

その他 550,978 547,445

固定負債合計 13,589,669 13,293,612

負債合計 20,332,748 20,658,336

純資産の部

株主資本

資本金 1,945,290 1,945,290

資本剰余金 1,637,078 1,637,078

利益剰余金 △337,003 △151,839

自己株式 △41,543 △41,614

株主資本合計 3,203,822 3,388,915

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,234 24,365

その他の包括利益累計額合計 15,234 24,365

純資産合計 3,219,057 3,413,281

負債純資産合計 23,551,805 24,071,617
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年11月30日)

売上高 29,090,709 27,743,213

売上原価 22,565,990 21,594,649

売上総利益 6,524,719 6,148,563

販売費及び一般管理費 5,839,697 5,721,727

営業利益 685,021 426,835

営業外収益

受取利息 4,684 2,633

受取配当金 3,022 3,025

負ののれん償却額 10,689 10,689

還付加算金 20,078 324

その他 8,986 11,958

営業外収益合計 47,461 28,631

営業外費用

支払利息 233,246 202,627

その他 21,603 20,552

営業外費用合計 254,849 223,179

経常利益 477,633 232,287

特別利益

退職給付制度改定益 66,208 －

特別利益合計 66,208 －

特別損失

固定資産除却損 3,770 46,393

減損損失 40,127 －

特別損失合計 43,897 46,393

税金等調整前四半期純利益 499,943 185,893

法人税、住民税及び事業税 10,611 10,012

法人税等調整額 △14,270 △9,282

法人税等合計 △3,659 730

少数株主損益調整前四半期純利益 503,602 185,163

四半期純利益 503,602 185,163
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 503,602 185,163

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,320 9,130

その他の包括利益合計 10,320 9,130

四半期包括利益 513,923 194,294

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 513,923 194,294

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 499,943 185,893

減価償却費 802,004 762,528

減損損失 40,127 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,463 △1,470

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） 6,692 △1,938

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,394 23,189

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,196 27,164

受取利息及び受取配当金 △7,706 △5,658

支払利息 233,246 202,627

有形固定資産除却損 3,770 46,393

売上債権の増減額（△は増加） △209,713 △284,932

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,005 7,225

仕入債務の増減額（△は減少） 363,133 648,162

その他 △182,095 124,658

小計 1,471,130 1,733,844

利息及び配当金の受取額 7,620 5,658

利息の支払額 △257,282 △236,310

法人税等の支払額 △7,292 △17,062

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,214,175 1,486,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △90,000 △70,000

定期預金の払戻による収入 100,000 90,000

有形固定資産の取得による支出 △224,903 △458,654

有形固定資産の売却による収入 338,579 －

無形固定資産の取得による支出 △6,523 △2,730

投資有価証券の取得による支出 △525 △550

貸付金の回収による収入 21 －

差入保証金の回収による収入 30 208,000

長期前払費用の取得による支出 － △233,141

その他 － 54,481

投資活動によるキャッシュ・フロー 116,678 △412,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △15,400 △12,000

長期借入れによる収入 340,000 2,238,960

長期借入金の返済による支出 △2,100,099 △2,796,076

社債の償還による支出 △240,000 △140,000

リース債務の返済による支出 △17,843 △19,945

その他 △121 △70

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,033,463 △729,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △702,609 344,401

現金及び現金同等物の期首残高 2,327,498 1,741,987

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 47,396 －

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,672,285 ※ 2,086,388
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年３月１日 至 平成25年11月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

　

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。
 

　

【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日 至 平成25年11月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による損益に与える影響は軽微であります。
 

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

次のとおりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年11月30日)

現金及び預金勘定 1,762,285千円 2,156,388千円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 △90,000千円 △70,000千円

現金及び現金同等物 1,672,285千円 2,086,388千円
 

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

　

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年11月30日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

　 百貨店業 金融業 合計
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 29,088,699 2,009 29,090,709 ― 29,090,709

セグメント間の内部売上高
又は振替高

838 12,982 13,821 △13,821 ―

計 29,089,538 14,992 29,104,530 △13,821 29,090,709

セグメント利益 681,738 1,580 683,319 1,701 685,021
 

(注) １.セグメント利益の調整額 1,701千円は、セグメント間取引消去であります。

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３.第１四半期連結会計期間において連結の範囲に含めました株式会社さいか屋友の会は、百貨店業に含めてお

ります。

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「百貨店業」セグメントにおいて、一部の固定資産の売却予定額までの減額分を減損損失として計上し

ております。なお、当該減損損失計上額は、当第３四半期連結累計期間においては40,127千円でありま

す。

　
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年11月30日）

　　当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び

算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年11月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 16.13円 5.93円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 503,602 185,163

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 503,602 185,163

普通株式の期中平均株式数（千株） 31,224 31,223

　 　 　

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 11.07円 4.36円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（千株） 14,287 11,201

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

― ―

 

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社さいか屋(E03044)

四半期報告書

22/23



新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   野   口   和   弘   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   垂　　井　　 　健  　 印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年１月14日

株式会社さいか屋

取締役会 御中

　

 

　
　

 

　

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社さいか屋の平成25年３月１日から平成26年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成25年９月１日から平成25年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年３月１日から平成25

年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、

四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社さいか屋及び連結子会社の平成25

年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以 上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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